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議案第２０号

向日市水道事業給水管理条例の一部改正について

向日市水道事業給水管理条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市水道事業給水管理条例の一部を改正する条例

向日市水道事業給水管理条例（平成１０年条例第８号）の一部を

次のように改正する。

第２８条第１号の表中「９５０円」を「９００円」に、「１，４

００円」を「１，３３０円」に、「６５円」を「６０円」に、「９

０円」を「８０円」に、「１６５円」を「１５０円」に改め、同条

第２号の表中「１，４００円」を「１，３３０円」に、「６５円」

を「６０円」に、「９０円」を「８０円」に、「１６５円」を「１

５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の向日市水道事業給水管理条例第２８条第１号及び第２

号に規定する水道料金については、平成２７年６月１日以後に決

定する使用水量に係る分（平成２７年度２期分）から適用する。

（向日市水道事業給水管理条例及び向日市水道新規給水加入金条

例の一部を改正する条例の一部改正）

３ 向日市水道事業給水管理条例及び向日市水道新規給水加入金条

例の一部を改正する条例（平成１３年条例第２０号）の一部を次

のように改正する。

附則第３項中「１，４００円」を「１，３３０円」に、「９５
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０円」を「９００円」に改める。
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〈参 考〉

向日市水道事業給水管理条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（１月の料金の額） （１月の料金の額）

第２８条 １月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応 第２８条 １月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税等 じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税等

相当額を加えた額とする。 相当額を加えた額とする。

(1) 次号及び第３号に掲げるもの以外 (1) 次号及び第３号に掲げるもの以外

次の表に定めるところにより算出した基本料金と従 次の表に定めるところにより算出した基本料金と従

量料金とを合算した額 量料金とを合算した額

口 径 基本料金 従 量 料 金 口径 基本料金 従 量 料 金

1 3 ﾐ ﾘ 900円 5立方 5立方 1 0 立 3 0 立 5 0 立 100立 1 3 ﾐ ﾘ 950円 5立方 5立方 1 0 立 3 0 立 5 0 立 100立

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ 方ﾒｰﾄ 方ﾒｰﾄ 方ﾒｰﾄ 方ﾒｰﾄ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ 方ﾒｰﾄ 方ﾒｰﾄ 方ﾒｰﾄ 方ﾒｰﾄ

以下 を 超 ﾙを超 ﾙを超 ﾙを超 ﾙを超 以下 を 超 ﾙを超 ﾙを超 ﾙを超 ﾙを超

2 0 ﾐ ﾘ 1,330円 え 1 0 え 3 0 え 5 0 え100 え る 2 0 ﾐ ﾘ 1,400円 え 1 0 え 3 0 え 5 0 え100 え る

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ 立方ﾒ 立方ﾒ 立方ﾒ 立方ﾒ とき ﾒ ｰ ﾄ ﾙ 立方ﾒ 立方ﾒ 立方ﾒ 立方ﾒ とき

ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以 ｰﾄﾙ以

2 5 ﾐ ﾘ 2,400円 下 下 下 下 2 5 ﾐ ﾘ 2,400円 下 下 下 下

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ 1立方 1立方 1立方 1立方 1立方 1立方 ﾒ ｰ ﾄ ﾙ 1立方 1立方 1立方 1立方 1立方 1立方

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ

4 0 ﾐ ﾘ 8,600円 に つ に つ に つ に つ に つ に つ 4 0 ﾐ ﾘ 8,600円 に つ に つ に つ に つ に つ に つ

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ き 6 0 き 8 0 き150 き240 き260 き290 ﾒ ｰ ﾄ ﾙ き 6 5 き 9 0 き165 き240 き260 き290

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

5 0 ﾐ ﾘ 21,000円 5 0 ﾐ ﾘ 21,000円

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ

7 5 ﾐ ﾘ 42,000円 7 5 ﾐ ﾘ 42,000円

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ

100ﾐﾘ 62,000円 100ﾐﾘ 62,000円

ﾒ ｰ ﾄ ﾙ ﾒ ｰ ﾄ ﾙ

以上 以上

(2) 別に定める基準に該当する集合住宅 (2) 別に定める基準に該当する集合住宅

次の表に定めるところにより算出した基本料金と従 次の表に定めるところにより算出した基本料金と従

量料金とを合算した額 量料金とを合算した額

基本料金 従 量 料 金 基本料金 従 量 料 金

( 5立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき 60円 ( 5立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき 65円

(10立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき 80円 (10立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき 90円

1,330円 (30立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき150円 1,400円 (30立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき165円

×戸数 (50立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき240円 ×戸数 (50立方ﾒｰﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき240円
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(100立方ﾒー ﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき260円 (100立方ﾒー ﾄﾙ×戸数)まで 1立方ﾒｰﾄﾙにつき260円

(100立方ﾒー ﾄﾙ×戸数)超える 1立方ﾒｰﾄﾙにつき290円 (100立方ﾒー ﾄﾙ×戸数)超える 1立方ﾒｰﾄﾙにつき290円

(3) 略 (3) 略

向日市水道事業給水管理条例及び向日市水道新規給水加入金

条例の一部を改正する条例の一部改正（附則第３項関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

（経過規定） （経過規定）

３ この条例の施行の日前までに向日市水道事業給水管理 ３ この条例の施行の日前までに向日市水道事業給水管理

条例第２８条第２号に規定する集合住宅として申込み 条例第２８条第２号に規定する集合住宅として申込み

のあった集合住宅については、改正後の条例第２８条 のあった集合住宅については、改正後の条例第２８条

第２号の規定中「１，３３０円」とあるのは、「９０ 第２号の規定中「１，４００円」とあるのは、「９５

０円」と読み替えて適用する。 ０円」と読み替えて適用する。


